
●

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

白

山

友

正

一
、
緒

言

明
治
以
前
北
海
道

に
於
け
る
松
前
藩

及
び
幕
領
時
代

の
商
業

政
策

は
そ

の
土
地
柄
漁
業
立
國
を
基
礎

と

し
た
關
係
上
、
有
力

な

る
商
人
が
す

べ
て
場

所
請
員
人

と
な

つ
て
商
業
槽

を
掌
握
し

て
ゐ
た
①
。

而

し

て
こ
の
企
業

家

よ
り

の
關
税
①

は
松
前
藩
時
代

に

は
藩
、
幕
領
時

代

に
は
幕
府

の
甚
だ
重
要
な

る
財
源

で
あ
り
、
從

つ
て
載

に
徴
税
機
關

た
る
沖
之

ロ
番
所
⑲

の
存

在
債
値

が
あ

つ

た
。松

前

藩
時

代

に
於

け
る
藩
、
幕
領
時
代

に
於
け
る
幕
府

は
沖

之

ロ
番

所

に
於
け
る
出

入
商
人

に
し

て
有

力
な
る
も

の
を

し

て
出

入
貨
物

を
検

閲
し
、
自

ら

口
鏡

を
と
り
、
沖
之

ロ
ロ
鏡

を
徴
牧

し
て
上
納

せ
し
め
る
特
椹

を
與

へ
た
。

こ

の
特
灌

あ
る
商

人
が
問

屋
及
び
小
宿

で
あ
る
。

故

に
そ

の
椹

利
を
利
用
し

て
、
貨

物

の
数
量
、
債

格
等
を
正
當

に
申
告

せ
す

以

て
私
利
を
圃

る
も
の
も
生
じ
た
。
故

に
後

幕
領

時
代

の
安

政

三
年

に
は
精
細
な
る
調
査
を
爲

し
、
同
年
九

月
大
改
革

を
施

し
、
嚴

し
く

問
屋

及
び
小
宿

を
戒
飾
し

て
、
誠

實

に
其

明
治
以
蔚
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

一
五

】



明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

一
五
二

の
業
を
餐

し
め
、
且
つ
新
し
く
問
屋
取
饗

を
馨

、
町
年
寄
撃

次
轟

韓

と
を
以
て
、
之
に
任
じ
、
各
場
所
荷
物
嚢

は
勿
論
、
積
合
荷
物
改
方
、
費

捌
物
入
札
等

に
も
立
合

は
せ
、
叉
從

來
問
屋
其
他
沖
之

ロ
番
所

に
提
出
す
る
願
書

に
は
問

屋
頭
奥

印
を
爲
し
た

か
否
か
を
改
め

て
連

印
を
爲

さ
し
め
、
奥
印
は
問
屋

取
締
役

を
し

て
之

を
爲

さ
し
め
た
程

で
あ
る
④
。
(
此

の
結
果
般

手

離

壕

の
困
難
が
少
く
な
い
の
で
沖
之
呂

鑓
は
費
買
便
竺

割
下
げ
の
便
格
で
上
納
せ
し
め
奮

。)

か

」
る
弊
害

も
あ

つ
た
と
は
云

へ
、

こ
の
商
業

政
策
は
爲
政
者

に
と

つ
て
か
な
り
有
効
な
も

の
で
あ

つ
た
。

(5)(4)(3)(2)(1)

拙
稿
松
前
蝦
夷
地
揚
所
請
貢
制
度
考
o
(纒
濟
史
研
究
第
二
八
號
)

狭
義
の
關
税
に
し
て
内
國
關
税
o

明
治
二
年
十
月
海
官
所
と
改
め
、
同
三
年
十
二
月
海
關
所
と
し
、
八
年
に
至
ゆ
船
改
所
と
改
む
o

北
海
道
史
第

剛
、
八
九
〇
ー

㎞
頁
。

同

上
。二

、
問
屋
及
び
小
宿

の
由
來

,

ω

問

屋

の

由

來

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
の
起
原
は
元
文
年
間
に
あ
つ
た
。
享
保
三
年

(
一
七

一
八
)
幅
山
問
屋
の
家
名
を
調
べ
た
こ

と
が
あ
つ
た
際
既
に
問
屋
の
名
稽
の
あ
つ
た
も
の
が
あ
つ
た
。
當
時
は
松
前
並
に
箱
館
江
差
在

々
共
に
人
家
多
か
ら
す
、
諸
國
か

ら
の
商
船
等
も
甚
だ
不
足
に
付
、
浦
方
並
に
諸
役
所
調
、
難
破
船
等
は
家
中
並
に
蓄
來
町
人
共
申
合
せ
て
牧
納
方
、
放
人
出
入
を

調
査
し
て
ゐ
た
山
。

「
然
る
虜
追
年
人
家
相
増
し
諸
國
よ
り
船
々
入
込
み
米
穀
は
勿
論
諸
事
積
來
り
當
所
蝦
夷
地
前
濱
出
産

の
品
等
費
買
仕
候
庭
段

々

D



●

市
申
賑
々
敷
罷
成
候
に
付
御
窺
仕
候
盧
御
國
法
被
仰
出
⑧
」
た
わ
け
で
あ
る
。

享
保
七
年
十
二
月
輻
山
の
問
屋
業
者
よ
り
株
式
を
出
願
し
+
五
名
を
限
つ
て
許
可
せ
ら
れ
、
蝕
に
初
め
て
特
権
を
有
す
る
醤
業

と
な
つ
た
。
其
内
諸
役
不
納
の
た
め
株
を
波
牧
せ
ら
れ
た
も
の

一
名
、
螢
業
の
都
合
上
問
屋
仲
間
に
て
株
を
買
取
り
若
し
く
は
預

け
置
く
も
の
四
名
あ
つ
て
、
實
暦
九
年

(
一
七
五
九
)
に
は
螢
業
者
十
名
と
な
つ
た
。
大
黒
屋
茂
右
衛
門
、
申
島
屋
喜
右
衛
門
、

廣
島
屋
卯
右
衙
門
、
阿
部
屋
喜
兵
衛
、
川
内
屋
久
兵
衛
、
近
江
屋
忠
右
衛
門
、
塵
越
屋
作
右
衛
門
、
蓬
莱
屋
忠
右
衛
門
、
種
倉
屋

治
右
衛
門
で
あ
り
ゅ
、
冥
加
金
若
干

(文
化
年
問
屋
七
軒
の
冥
加
金
百
爾
宛
巴
定
め
た
。
)
を
上
納
せ
し
め
た
㈹
。

元
來
松
前
は
荒
湊
で
あ
る
か
ら
箱
館
江
差
に
比
し
漁
掛
も
な
く
、
諸
國
よ
り
廻
船
も
甚
だ
不
足
で
あ
る
故
、
松
前
藩
の
特
構
を

以
て
城
下
繁
榮
等
の
爲
め
、
東
西
蝦
夷
地
奥
島
の
生
産
物
を
荷
廻
せ
し
め
た
の
で
、
諸
國
よ
り
商
船
激
艘
入
込
み
市
中
賑
々
敷
商

費
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
箱
館
表
か
ら
東
蝦
夷
地

一
圓
上
地
と
な
つ
て
か
ら
は
、
廻
着
の
東
蝦
夷
地
荷
物
不
淺
箱
館
表

へ
荷

廻
し
費
買
仕
候
に
付
き
諸
國
よ
り
商
船
等
自
然
不
足
に
相
成
り
右
に
準
じ
、
問
屋
ど
も
製
手
落
と
な
り
、
市
申

一
同
不
景
氣
難
澁

し
て
ゐ
た
か
ら
取
計
方
を
左
の
如
く
願
ひ
出
た
こ
と
も
あ
る
。

「

乍
恐
以
書
付
奉
御
伺
候

松
前
領
東
西
蝦
夷
地

一
圓

御
土
地

昌
被
仰
付
候

一一
付
乍
恐
先
規

ヨ
リ
私
共
問
屋
家
業
庭
務
勤
來
候
趣
奉
御
伺
候
⑥
」

「
私
共
諸
願
事
萬
端
御
窺
ノ
筋
井
諸
廻
船
時

々
取
調
ノ
儀

ハ
御
役
所

昌
直

二
願
出
猫
叉
市
中
御
鰻
等
ノ
儀

ハ
問
屋
共
格
別

昌
町

奉
行
衆
ヨ
リ
御
書
付

一=
ア
被
仰
付
御
鰻
流
シ
昌
御
座
候
外
家
並
ノ
儀
町
名
主

へ
被
仰
付
則
町
々
名
主

ヨ
リ
相
燭
候
儀

昌
御
座
候

間
乍
恐
是
迄
ノ
通
被
仰
付
候
檬
奉
願
上
候
⑥
」

、

.

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

一
五
三



明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
ろ
問
屋
及
び
小
宿

騨
五
四

箱
館

に
於
け

る
問
屋

の
起

源
を
見
る

に
、
元
文
年
間
題

田
村

に
吉
村
某

が
あ
り
、
大
坂
堀
達
船

の
荷

物
を
取
扱

つ
た

が
、
同
村

は
逡

淺

で
、
船
舶

の
定
繋

に
不
便

な

の
で
、
田
店
を
箱
館

に
設
け
荷
物
を
取
扱

つ
た

に
初

る
①
。

寛

延
元
年

(
一
七
四
八
)

五
月
箱
館

の
問
屋
業
者

六
名

出
願
し

て
株
式

を
許

可

せ
ら
れ
た
。
即

ち
若
狭
屋
宗
太
郎
、
角
屋
太
郎

右
衛
門
、
麩
屋
武
兵
衙
、
秋
田
屋
喜

左
衛
門
、
長
崎
屋
牛
兵
衛
、
濱
田
屋
兵
右
街
門
是

で
あ

る
。

此
時
薪

に
問
屋
を
始

め

ん
こ
と

を
出
願
し
た
者

が
あ
つ
た
が
探

用
さ
れ
な

か

つ
た
紛
。

慶
慮

二
年
現
在

に
て
佐
藤
牛
兵
衛
、
濱

田
屋
兵
右
衛
門
、
秋
田
屋
喜
左
衛
門

、
若
狭
屋
宗
太
郎
、
和
賀
屋

宇
右
衛
門
、
範
屋
民

兵
衛
、
角
屋
吉
右

衛
門
、
中
村
屋
孝

兵
衛
、
大
津
屋
茂
吉

、
加
賀

屋
長
右
衛

門

の
十
名

で
あ
る
⑲
。

江
差

に
於
け
る
問
屋

の
起
源

は
明

か

で
な

い
㈹
。

天
保

六
年

(
一
八
三
五
)

正
月
、
江
良

町

に
沖
之

ロ
番
所
を
設
け
、
問
屋
を
置

い
た
が
恥
、

ほ
ん

の
形
式

的

な

も

の

で
あ

つ

た
。

》
、
)

)

(6)(5)(4)(3)(1

但

松
前
沖
之
口
取
扱
牧
納
取
立
手
檀
並
問
屋
議
定
書
。

北
海
道
史
第

一

二
五
七
頁
。

函
館
港
商
業
の
慣
例

一
三
頁
。

同

上

四
八
頁
。

松
前
沖
之
口
取
扱
攻
納
取
立
手
綴
並
問
屋
麟
定
書
。

②

小

宿

の

由

來

(11)(10)(9)(8)(7

函
館
港
商
業
の
慣
例

一
三
頁
o

北
海
道
史
第

一

ご
五
七
ー
入
頁
o

諸

糠

記

北
海
道
史
第

U

二
五
八
頁
。

同

上

八
八
九
買
。

松
前
蝦
夷

地

に
於
け

る
小
宿

の
初
り
は
、
元
文

四
年

(
一
七

三
九
)

で
あ
る
。
問
屋
制
度

が
明
治
以
前

北
海
道

の
凋
特

の
も

の

で
な

い
と
同
檬

こ
れ
も

こ
の
地
猫
特

の
も

の
で
な
く
、
他
國

の
模

倣

で
あ
る
こ
と
は
左

の
記
録

に
よ

つ
て
知

る
こ
と
が
出
來

る
。

`



「
一
、
享
保
三
年

私
共
問
屋
家
名
御
改
被
付
候
拗
端
々
昌
至
附
船
宿
ト
ナ
ゾ
ラ

へ
諸
廻
船
荷
物
隠
密

昌
直
以
相
封
候

昌
付
問
屋も

外
堅
ク
停
止
被
仰
付
候
然
ル
盧
近
年
激
多

昌
相
成
船
手
直
以
相
封
密
々
費
買
仕
候

昌
付
茜
ク
御
取
締

昌
モ
相
成
不
申
候

昌
付
隣

へ

も

う

へ

も

へ

ゐ

も

へ

も

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

う

へ

も

ぬ

へ

國
問
屋
職
分
取
扱
承
合
候
虞
問
屋
外
小
宿
ト
申
有
之
、
船
水
圭
取
扱
候
由
依
之
、
諸
商
費
伺
受
用
口
鈍
等
歩
合
致
シ
候
様
承
合

候

昌
付
當
所

昌
而

モ
右
小
宿
株
相
立
候

ハ
・
狸

二
相
成
不
申
御
取
締

昌
モ
相
成
不
申
ト
存

シ
、
右
小
宿
御
究
被
下
度
趣
元
文
四

年
六
月
十
八
日
町
役
所

へ
御
願
申
上
候
盧
同
月
廿
五
日
御
百
姓
の
内
小
宿
株
致
相
績
申
候
者
名
前
書
差
出
候
様
被
仰
付
候
①
」

(傍
鮎
筆
者
)

一
ケ
年
の
冥
加
金
若
干

(
文
化
年
間
小
宿
八
軒
よ
り
冥
加
金
二
十
爾
宛
を
納
め
し
め
た
)
を
上
納
せ
し
め
た
①
。

こ
の
小
宿
の
由
來
は
唐
阿
蘭
陀
商
法

一
に

「
寛
文
五
年

寛
文
五
巳
年
は
じ
め
て
稻
生
七
郎
左
衛
門
奉
行
と
し
て
下
着
早
速
被
申
出
付
、
唐
人
相
封
を
以
宿
仕
之
儀
御
停
止
、
内
町
外
町

二

一

順
番

に
し

て
唐
船
番
前

の
町

に
引
請
、
船
頭
井

に
役
人
唐
人
は
そ

の
町

々
乙
名
方

へ
召
置

可
致
商
費
之
由

に
て
、
是

よ
り
宿

町

レ

ニ

コ

之
支
配
を
以
荷
物
費
渡
し
、
口
鈍
宿
町
に
難
取
置
、
唐
人
共
兼
て
入
魂

の
者
共
町
々
に
在
し
之
客
唐
人
を
仕
立
、
其
者
ど
も
の

ニ

リ

方

へ
荷
物
を
引
分

け
寅

せ
、

口
鏡
を

と
ら
す
る
、
是

を
小
宿

と

い
ふ
。

或

百
貫

目

の
船

は
拾
貫

目
廿
貫

目
程
な

ら
で
は
、
船

頭
荷
物
は
な
し

、
此
小
宿

の
儀

、
翌
午
年
相

止
ら
る

玉
と

い

へ
共

、
小

宿

無
之

て
は
地
下
中

致
困

窮
由
遠

て
致
訴

訟
故
、
叉
激
冤
有

り
、
小
宿
共
宿

を
可
請

心
入
あ

る

に
よ
り
、
猶
更
馳
走
仕
故

に
、

レ

ニ

　

ニ

リ

レ

段

々
唐
人
共
不
自
由
成
る
事
無
之
候

就
夫
唐
人
共
商
費
の
儀
能
考
、
毎
年
來
朝
し
て
諸
色
高
直
に
費
、
高
利
を
取
り
、
異
國

レ

レ

へ
金
銀
無
限
持
渡
る
⑲
」

レ

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

一
五
五



●

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

一
五
六

と
あ
る
如
く
、
唐
商

の
指
定
宿

で
あ
り
、
そ

こ
で
商

人
費

買

の
口
鈍

を
と

つ
て
ゐ
た

に
初

る
。
そ
れ
故

に
、
引
用
文
中

に
あ
る
如

く

、
各
小
宿

は
競

ふ
て
己
れ
方

へ
唐
商
引
入

に
腐

心
し
た

の
で
、
唐
商

に
有
利

に
な
り
、
楡

入
高

を
増

し
、
金
銀
貨
幣

流
出

、
代

替
物

(
長
崎
俵
物
等
)

の
増
加
を
量

ら
ね
ば
な
ら
な

く
な

つ
た
㈹
。

松
前

に
於
け

る
小
宿
は
、
元
文

四
年

(
一
七
三
九

)

に
至
り
左

の
小
宿
十
五
名

の
株
式

を
許

可
し
た
に
初

る
働
。

助
之
丞
、

五
郎
兵
衛
、
市
兵
衙
、
清

兵
衛
、
五
郎
右
衛
門
、
伊
兵
衛
、

八
九
郎

、
與
兵
術
、

三
郎
兵
衛
、
叉
三
郎
、
專
太
郎

傅

六
、
清

六
、
清

三
郎
、
兵

右
衛
門

箱
館

に
於

て
は
寛

延
元
年

(
一
七
四

八
)
問
屋
許

可
と
同
時

に
小
宿

十
六
名

(或

は
十
七
名
と
云
ふ
⑥
)
、
慶
慮
二
年

(
一
八
六

六
)
年

に
は
、
鍋
屋
吉

右
衛
門
、
伊
藤

屋
佐
治
兵
衛

、
輪
屋
七
郎
兵
衛
、
大
坂
屋
彌
兵
衛

、
近
江
屋
善
兵

衛
、
吉

村
屋
善
左
衛
門

村
田
屋
作
右

衛
門
、
竈

屋
吉
郎
兵

衛
、
能

登
屋
庄
藏

の
合
計
九
名

の
株
式

が
許

可
さ
れ
た
の
。

江
差
町

に
於
け
る
起
源

は
明

か
で
は
な

い
⑥
。

江
良

町

に
は
天
保
六
年

(
一
八
三
五
)

正
月
沖
之

口
番
所
設
置

と
同
時

に
置

か
れ
た
⑧
。

①(4)(3)(2)

松
前
沖
之
口
取
扱
敗
納
取
立
手
檀
並
問
屋
議
定
書

五
三

頁
。

函
館
港
商
業
の
慣
例

=
二
頁
o

日
本
財
政
縄
濟
史
料
第

三
巻

六
三
二
頁
O

内
田
銀
藏
、
H
本
樫
濟
史
の
研
究

上

四
六
〇
頁

以
下
o

三
、
問
屋
及
び
小
宿
の
業
務

(9)(8)(7)(6)(5)

北
海
道
史
第

一

同

上

諸

株

記

北
海
道
史
第

一

北
海
道
史
第

一

二
五
七
頁

。

二
五
八
頁
。

二
五
八
頁
。

入
八
九
頁
。



ω

問

屋

の

業

務

騨
、
諸
國
商
船
の
宿
を
爲
す
。

問
屋
は
先
づ
、
諸
國
よ
り
入
津
す
る
交
易
船
の
宿
を
爲
す
の
が
主
要
業
務
で
あ
る
。
故
に
廻
船
宿
屋
の
名
の
あ
る
所
以
で
あ
る
。

問
屋
仲
聞
議
定
書
に

「
他
國

ヨ
リ
族
人
渡
海
ノ
節

ハ
商
人
船
手
方
儀

ハ
問
屋

昌
而
宿
請
可
致
候
其
外
稼
方
鱗
取
雇
ノ
儀

ハ
往
來
宿

へ
引
渡
可
申
事
①
」

と
あ
る
。

二
、
仲
介
を
爲
す
。

の

船
手
と
松
前
蝦
夷
地
佳
民
の
間
に
立
つ
て
貨
物
費
買
を
仲
介
し
規
定
の
口
鈍
を
取
る
事
。

(
但
し
問
屋
か
ら
商
人

へ
費
つ
た
商
晶
又
は
他
よ
り
委
託
さ
れ
た
物
品
中
混
交
物
又
は
桝
切
れ
或
は
目
欠
等
あ
つ
た
節
は
問
屋

に
於
て
員
櫓
す
る
を
通
例
と
す
る
⑭
。

の

場
所
請
員
人
と
松
前
蝦
夷
地
佳
民
或
は
他
國
商
人
と
の
間
に
立
つ
て
も
規
定
の
口
鈍
を
と
つ
た
。
そ
の
口
饒
は
嘉
永
四
年

(

(
一
八
五

一
)
に
於
て
は
三
分
乃
至
四
分
方
は
自
有
と
な
り
、

一
分
は
小
宿
分
と
な
り
、
残
り
の
五
分
乃
至
六
分
は
仲
間

へ

差
出
し
た
。
即
ち
奮
記
に

「
ヤ
ム
ク
シ
ナ
イ

頭
宿
大
津
屋
茂
吉
四
分
五
厘
方
受
用

小
宿
伊
勢
屋
佐
治
兵
衛

一
分
方
受
用

松
前
廻
り
四
分
五
厘
方
仲
間
に
差
出
候
事

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
ろ
問
屋
及
び
小
宿

一
五
七

●



明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
ろ
問
屋
及
び
小
宿

一
五
八

ア

フ
ク

頭
宿
魏
屋
武
兵
衛

二
三
分
方
受

用

七
分

方
仲
聞

へ
差
出

し
候
事
⑲
」

と
あ

る
如
く

で
あ
り
、
尚
頭

取
改

の
時

は
不
残

仲
聞

へ
差
出
す
規
定

で
あ

つ
た
。

か
く
場
所
請
員
人

に
封
す

る
口
鈍

は
他

に
蜀
す

る
よ
り
も
多
く
且

つ
、
蝦
夷

地
場
所
請
員
人
か

ら
上
下
を
贈

ら
れ

た
り
し
た
程

勢
力
が

あ

つ
た
④
。

か
く
問

屋

の
橦
力

の
あ
る

一
つ
の
理
由

は
、
請
員
人

の
年

期
満
了
し
更

に
追
願
す

る
時
、
請

員
人
は
望
む
所

の
問
屋
を
保
誰

人

に
立
て
藩

へ
出
願

せ
ね
ば

な
ら
な

か
つ
た

か
ら
で
あ
る
。
尚
請
員
人

の
保

誰
す

る
間
屋

は
、
若
し
請
員
人

が
運
上
金
を
佛
は

ぬ

時

は
、
其

の
産
物

の
積
荷

を
捲
保

と
し

て
立
替
佛
を
爲

し
た
。

若

し

保
誰

に
立

つ
て
ゐ
な

い
問
屋

か
ら
産

物
を
積
取
す

る
時
は
断
り
、
問
屋

(
保
誰

に
立

つ
た
問
屋
)

へ
示
談

し
て
二
分
五
厘

の
口
鈍

を
分
配
せ
ね
ば
な
ら
な
か

つ
た
0
。

場

所
請
員

人
の
問
屋

は
世
襲
的

に
略

々
定

つ
て
ゐ
た
如
く

で
あ
る
。

「
ア
ツ
ケ

シ

山

田

壽

兵

衛

サ

ル

宿

佐

藤

牛

兵

衛

ア
ツ
ケ
シ

(朱
書
)

●

ユ
ウ
ブ
ツ

同

大

津

屋

茂

吉

同

(朱
書
)

同

秋
田
屋
喜
右

衛
門
⑥
」



の
文
書
に
見
る
如
く
、
ア
ツ
ケ
シ
、
サ
ル
、

ユ
ウ
ブ
ツ
三
場
所
請
員
人
山
田
壽
兵
衛
の
問
屋
に
就
て
云
へ
ば
、
佐
藤
牛
兵
衛
は

三
場
所
共
出
産
物
に
關
係
を
も
ち
、
大
津
屋
茂
吉
、
秋
田
屋
喜
右
衛
門
は
ア
ツ
ケ
シ
場
所
の
出
産
物
の
み
に
關
係
を
も
つ
て
を

り
、
壽
兵
衛
は
世
襲
的
に
問
屋
と
し
て
三
家
を
選
ん
で
ゐ
た
如
き
で
あ
る
。

抑

々
こ
の
宿
口
銭
の
由
來
は
、
唐
阿
蘭
陀
商
法
に

「
元
和
三
卯
年
奉
行
長
谷
川
櫻
六
支
配
の
時
に
、
宿
口
鏡
と
申
事
を
被
相
定
端
物

一
反
に
付
銀

一
匁
荒
物
銀
高
百
員
に
付
拾

ニ

の

匁
宛
、
貨
物
御
買
せ
候
者
よ
り
可
出
之
由
被
極
、
是
を
宿
口
鏡
と
い
ふ
。
右
の
ロ
鏡
二
十
年
除
取
來
候
次
第
に
唐
人
裕
貴
に

レ

レ

な
9
、
段
々
銀
高
多
積
渡
に
付
、
口
鏡
高
宿
主
と
な
り
、
是
も
手
前
富
貴
な
る
故
に
寛
永
中
酉
年
、
奉
行
曾
我
又
右
衛
門
今

村
傳
四
郎
支
配
の
時
に
、
反
物

一
反
に
付
五
分
、
荒
物
代
銀
百
目
に
付
五
匁
に
被
減
Φ
」

レ

と
あ
る
如
く

で
、
別

に
読
明
す

る
ま
で
も
な

い
。

三
、
船
手

の
移

入

せ
る
貨
物
は
問
屋
よ
り
之
を
沖
之

口
番
所

へ
届
出

て
検

査
を
受

け
、
沖
之

ロ
ロ
銭

(
關

税
に
し

て
問
屋

ロ
鏡

に

あ
ら
・ず
)
其
他

役
金
を
取
立

て
番

所

へ
納
め

る
事
。

箱

館

の
問
屋

は
多
く
耕
天
町
内
澗
町
邊

に
佳

居
し

て
ゐ
た
。
入
船

毎

に
袴

(
手
代

の
事

)
を
其

船

に
遣

し
、
物
品
國
名
船
主
水

主

以
下
姓
名
等

取
調
上
陸

の
上
船
頭
同
件
沖
之

口
番
所

に
至
り
、
検
査
を
受
け

さ
せ
る
。
故

に
耕

天
崎
邊

へ
は
各
問
屋
袴
を
田

す

所
謂
見
張
な

る
も

の
に
て
、
銘

々
の
家
船

入
港

の
有
無
を
調

べ
手

配
を
爲
し
た
⑳
。

而

し
て

こ
の
検

査
物

品
に
慮

じ

て
、
沖
之

ロ
ロ
鏡

を
徴

牧
し
之
を
上
納

し
た
。

こ
れ

も
と
も
す
れ
ば
形
式

に
流
れ

、
或
は
故
意

に
人
数

、
物

品
数

等
を
隠
蔽
す

る
の

で
、
沖
之

ロ
番
所

で
は
規
則

を
運
守
す

る

や

う
屡

々
訓
令
を
出
し

て
ゐ

る
。

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
ろ
問
屋
及
び
小
宿

一
五
九



明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

一六
〇

商
船
入
津
の
際
の
問
屋
の
心
得
の
二
三
を
示
せ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

①

城
米
積
用
船
が
入
津
の
節
は
、
澗
申
懸
船
を
引
纏
差
出
す
。

②

入
津
の
諸
廻
船
の
疑
は
し
き
も
の
は
沖
之
口
番
所

へ
届
出
事
。

③

入
込
の
放
人
の
様
子
が
疑
敷
と
き
は
、
之
も
番
所

へ
届
出
、
放
人
出
入
水
揚
帖
記
入
を
怠
ら
ぬ
事
。

族
入
船
手
商
人
の
外
、
立
蹄
る
こ
と
を
願
出
て
十
日
以
内
に
出
稜
し
な
い
時
は
そ
の
旨
居
出
る
。

㈲

檎
侶
、
馨
者
男
女
で
不
審
の
も
の
が
乗
來
つ
た
時
は
届
出
る
事
、
但
し
倫
侶
宿
請
は
其
筋

に
て
御

役
所

へ
相
達
す
る

事
。

⑤

入
津
の
船
の
船
頭
水
主
寺
判
銘
々
持
参
す
る
や
う
申
付
て
お
く
事
。

㈹

諸
廻
船
は
入
念
に
改
め
、
萬

一
船
腹
以
上
に
積
荷
の
も
の
は
吟
味
す
る
事
。

㈹

米
穀
並
に
古
手
木
綿
等
総
て
他
國
よ
り
積
來
つ
た
も
の
は
、
全
部
荷
揚
を
し
、
津
出
を
停
止
す
る
事
。

⑧

諸
廻
船
入
津
荷
物
は
改
役
人
立
合
で
石
数
を
吟
味
し
取
調
べ
た
上
で
書
上
る
。

⑨

諸
家
、
家
中
の
者
の
出
入
共
名
前
相
改
め
、
船
宿
よ
り
時

々
町
役
所
、
沖
之
口
番
所

へ
書
上
る
⑧
。

・

四
、
移
出
時
の
業
務

移
出
の
時
も
三
に
の
べ
た
と
同
様
沖
之
ロ
に
至
り
出
帆
積
荷
を
改
め
積
入
高
書
上
げ
石
数
を
調
べ
⑳
、

且
つ
出
帆
前
費
買
ロ
鈍

を
受
け
る
蜘
。

①

諸
廻
船
出
帆
逞
滞
な
き
様
心
得
る
事
。

働

船
手
出
帆
の
節
船
頭
水
主
の
外
狼
に
乗
合
は
し
め
な
い
事
。



、

③

前

々
か
ら
他
國

へ
津
出
し
停
止
品
を
積
込
ん
だ
船
が
あ
る
時
は
出
船
を
差
留
め
早

々
申
逡
す
る
事
。

㈲

江
差
、
箱
館
在

々
を
族
人
通
行
せ
ん
と
欲
せ
ば
問
屋
か
ら
判
を
請
け
通
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
其

の
通
行
…判
を
剰
鎮

を
と
つ
て
押
捺
し
た
。
こ
の
通
行
券
を
持
参
せ
ぬ
も
の
は
訊
問
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
愉
。

五
、
蝦
夷
地

へ
往
來
す
る
船
舶
に
蜀
し
て
も
亦
総
て
三
、
四
の
項
が
適
用
さ
れ
た
。
即
ち
蝦
夷
地
出
入
の
船
々
は
銘

々
宿
所
取
極

其
宿
よ
り
沖
之
ロ
番
所
に
届
出
改
を
受
け
る
。
然
し
産
物
口
饅
は
場
所
請
員
人
か
ら
受
領
す
る
を
例
と
し
た
。
仲
間
の
内
月
行

事
二
人
を
置
い
た
。

、

六
、
難
破
船

の
救
濟
及
び
夜
警

港
内
難
破

等
あ
れ
ば
其
受
持
宿
船
に
限
ら
す
問
屋
小
宿
附
船
諸
廻
般
等
居
合
の
船
悉
く
救
助
に
從
事
す
る
。

・・

ω

當
澗
に
於
て
難
破
船
等
が
あ
つ
た
節
は
問
屋
會
所

へ
残
ら
ず
仲
間
相
詰
め
見
廻
を
爲
す
。
猫
叉
数
船
破
船
し
た
時
は
船

具
綱
碇
混
雑
致
し
出
入
す
る
の
で
、
問
屋
曾
所

へ
揚
置
き
相
分
り
吹
第
相
渡
す
こ
と
。
尤
も
漁
船
で
取
上
げ
た
沈
物
浮
物

は
太
儀
料
の
定
法
割
合
が
あ
る
㈹
。

②

前
濱
掛
澗
の
外
出
船
停
止
で
あ
る
。
春
は
粒
緋
積
出
の
船
勝
手
に
近
濱
に
繋

い
で
共
虜
か
ら
直
ち
に
出
帆
す
る
旨
願
閏

た
時
は
改
め
を
爲
し
た
上
、
幕
吏

(藩
時
代
は
藩
吏
)
の
許
可
の
後
出
帆
を
申
付
け
る
事
蜘
。

㈹

吉
岡
村
宮
ノ
嵜
村
問
屋
は
難
破
船
等
の
あ
る
節
は
、
問
屋
頭

へ
申
達
や
う
申
付
け
る
。
猫
叉
問
屋
取
扱
の
儀
定
は
問
屋

頭
名
前
に
て
差
遣
す
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。

叉
吉
岡
村
宮
ノ
寄
村
雨
盧
に
て
取
扱
ひ
船
の
内
南
部
津
輕
領
は
格
別
共
外
國

々
商
船
右
爾
塵
に
て
荷
物
積
出
し
、
幽
帆
す

る
と
其
向
々
問
屋

へ
申
達
し
直
航
御
冤
の
上
出
帆
す
る
事
㈹
。

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

=
ハ
凶

■



明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
ろ
問
屋
及
び
小
宿

=
ハ
ニ

㈲

西
在
難
沈
等
の
あ
つ
た
節
は
小
砂
子
村
か
ら
熊
石
村
迄
は
江
差
村
差
配
で
あ
つ
た
の
で
定
例
の
通
り
差
配
す
る
や
う
に

通
告
す
る
こ
と
㈹
。

㈲

西
在
は
原
ロ
村
東
在
は
幅
島
村
迄
難
破
船
が
あ
つ
た
節
御
役
所

へ
断
り
、
問
屋
仲
間
共
場
所

へ
罷
越
し
差
配
す
る
事
。

⑥

御
用
船
が
松
前
は
荒
澗
で
あ
る
か
ら
、
難
風
破
の
節
は
濱
表
夫

々
手
配
等
を
必
要
と
す
る
時
は
、
御
用
船
御
宿
は
、
問

屋

一
膿

へ
仰
付
ら
れ
る
事
。

㈹

夜
間
入
津
し
た
時
は
仲
間
よ
り
立
火
仕
澗
入
す
る
事
。

⑧

夜
分
船
場
か
ら
荷
揚
積
入
は
堅
く
禁
止
で
あ
り
、
若
し
違
犯
の
も
の
は
、
見
當
次
第
荷
物
取
上
げ
、
直
ち
に
番
所

へ
届

出
る
事
塒
。
(

七

、
禁
制
品

の
取
締
及
禁
令

ω

他
國

へ
積
出
法
度

の
品
は
、
鐡
鏡

、
柾
、
糀

、
明
樽
、
材
木
類
、
但
し
材
木
は
山
師
請
員

の
者

か
ら
買
取

つ
た
分

は
例
外

で
あ
る
助
。

,

働

諸
廻
船
澗
懸

し
、
海
山

よ
り

の
出
産
物

並

に
海

草

に
至

る
迄
勝

手
に
取
る
事
は
堅
く
停

止
で
あ

る
。

㈹

船

手

の
も

の
問
屋

の
外

、
相
樹
直
費
堅
く
停

止
で
あ
る
㈹
。

八

、
特

別

ω

南
部
津
輕
船
出
帆

の
節

追
放

人
乗
遣
す

こ
と
仰
付
ら
れ
た
節

は
御
用
相
勤

め
る
事
⑳
。

働

秋
田

か
ら
上
方
筋
諸

廻
船

三
人
乗
以
上
早

春
下
る
船

一
艘
限
り
年
中
御

役
御
冤

で
あ
る
。

そ

の
代
り
御
謹
氷
割
献
上
を
勤

め
る
事
恥
。



噺

九
、
湊

の

修

理

年

々
大

松
前

、

(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2){1)

小

松
前

殊

の
外

悪

く

な

る

の
で
、

松
前
沖
之
口
取
扱
敗
納
取
立
手
縷
並
問
屋
議
定
書
。

函
館
港
商
業
の
慣
例

一
一
頁
o

問
屋
小
宿
揚
所
口
鑓
割
合
帳
。
(
杉
浦
丈
書
の
中
)

松
前
沖
之
口
取
扱
牧
納
取
立
手
織
並
問
屋
議
定
書
o

函
館
港
商
業
の
慣
例
o

第

二
諸
産
物
諸
用
贔
o

ロ
ゼ
本
財
政
郷
仙播
脚由馬料
第
一二
巻

山ハ
ニ
山ハ
頁
O

村
尾
元
長
、
維
新
前
町
村
制
度
考
。

問
屋
仲
間
議
定
書
o

村
尾
元
長
、
維
新
前
町
村
制
度
考
。

②

小

宿

の

業

務

ラ

問
屋
仲

聞

で
普
請
修
繕

を
爲

し
た
噂
。

》
)
)

11
12
13

問
屋
仲
間
議
定
書
。

く
く
く

均

松
前
沖
之
口
取
扱
牧
納
取
立
手
績
並
問
屋
議
定
書
。

V八
)

15
16

問
屋
仲
間
議
定
書
。

く
く

17

松
前
沖
之
口
取
扱
牧
納
取
立
手
綴
並
問
屋
議
定
書
。

(22×21×20×19×18)

問
屋
仲
間
議
定
書
。

松
前
沖
之
口
取
扱
牧
納
取
立
手
檀
並
問
屋
議
定
書
。

問
屋
仲
間
議
定
書
。

松
前
沖
之
口
取
扱
牧
納
取
立
手
績
並
問
屋
議
定
書
。

問
屋
仲
間
議
定
書
。

一
、
宿
を
爲
す

こ
と

小
宿
は
御
番
所
改
を
爲

し
得
な

い
①
。

故

に
沖
之

ロ
番

所

に
封
し

て
は
直
接

の
關

係
を
有

せ
す

。
又
蝦
夷

地
往
來

の
船
舶
を

取

扱
は
な

い
が
、
普

通

の
商
船

に
封
す
る
荷

物

の
費

買
及

び
禁
制
品

の
取
締

、
難
破
船

の
救
助

に
就

い
て
は
問
屋

と
異

る
と
こ
ろ

が
な
か

つ
た
⑲
。

故

に
第

一
の
業

務
は
廻
船

の
宿
を
爲
す

こ
と

で
あ

つ
た
。

二
、

口
鈍

を
取
る

こ
と

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

一
六
三



ρ

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

一
六
四

問

屋
と
同

じ
く
沖
之

口
口
鈍

を
取
扱

つ
た
。
而
し

て
そ

の
口
鈍
は
七
分

は
問
屋

の
も

の
と
な
り
、

三
分
は
自
ら

の
も
の
と
な

つ

た
。

松
前
沖
之

ロ
取
扱

牧
納
取
立
手
績
並
問
屋
議

定
書

に
も

「
唯
今
迄

ノ
通
族
人

へ
船
手

ヨ
リ
荷

物
相
受
致
商
費
候
者
有
之
候

ハ
・
ロ
ロ
ロ

に
吟
味
致

シ
問
屋
頭

へ
相

断
可
申
候
其
上
歩

口
鏡

ノ
鈍

見
居
申
候
小
宿

へ
相

定

ノ
通
請

取
可
申
事
」

・
と
あ
る
。
船

手
勝

手

に
寄

り
小
宿

へ
荷
物
揚

て
も
請

取
高
相
改
め
費

彿

の
節

、
庭

ロ
鈍

定

の
通
り
徴
牧
す

る
。
買
物

の
場
合

も

同
断

で
あ

る
。

三
、
沖
之

ロ
ロ
鏡

沖

之

口

へ
上
納
す

る

ロ
鏡
は
船
宿
及
び
問
屋

の
手

を
維

て
上
納
す

る
①
。

四
、
船
舶
出
入

の
際

に
於
け

る
任
務

こ
れ

は
問
屋

の
任
務

の
三
、
四

の
項
で
述

べ
た
場
合

と
大
同
小
異

で
あ
る
か

ら
こ

曳
に
省
略
す

る
。

五
、
難

船

救

助

大
荒

の
劒
、
濱

へ
出

、
船
手

に
心
を
添

へ
世
話
仕
る

べ
く
以
後

難
風

に
逢

ひ
胴
懸
船
等
有
之
節

も
同
じ
く
救
助
す

る
事
0
。

穴
、
禁
制
品

の
取
締

問
屋

の
場
合

と
同
じ
で
あ

る
。

七
、
制

限

小
宿

の
中
で
、
末

々
勝
手

に
寄
り
名
代
貸
を

す
る
事

が
あ

つ
た
が
、
上
吏

へ
相
談
を

せ
ね
ば
な

ら
な
か

つ
た
。



①

村
尾
元
長
、
維
新
以
前
町
村
制
度
考
。

②

北
海
道
史
第

一

二
五
八
頁
。

紛

村
尾
元
長
、
維
新
以
前
町
村
制
度
考
。

㈲

松
前
沖
之
口
取
扱
牧
納
取
立
手
檀
並
問
屋
議
定
書
。

四
、
問

屋

の

豫

約

松
前
沖
之
ロ
取
扱
牧
納
取
立
手
績
並
問
屋
議
定
書
に

「
一
、
東
西
蝦
夷
地
御
用
御
仕
込
ノ
品
諸
國

へ
御
註
丈
被
仰
付
候
節

ハ
問
屋
仲
間

へ
被
仰
付
候
様
奉
願
上
候
乍
恐
私
共
手
許

ヨ
リ
他
國
向

々
へ
萬
事
諸
註
丈
仕
候
節

ハ
自
然
ト
諸
國

ヨ
リ
船

々
数
艘
入
込
候

ヘ
ハ
其
國
ヲ
以
テ
國
中
端

々
昌
至
ル
迄
賑
々

敷
相
成
申
候
乍
恐
問
屋
手
許
外
御
註
文
被
仰
付
候
節

ハ
船
手
勝
手
ノ
節
申
出
自
然
ト
御
牧
納

昌
モ
拘
リ
右

昌
准
ジ
私
共
受
用

口
鏡
藏
敷
等

昌
至
ル
迄
彼
是

ヨ
リ
申
出
乍
恐
御
不
釜

昌
相
成
申
候
間
以
御
懲
悲
私
共
手
許

へ
諸
事
御
註
文
被
仰
付
候
様
奉
願

上
候
」

と
あ
る
如
く
、
東
西
蝦
夷
地
使
用
消
粍
の
諸
品
の
註
文
を
と
り
問
屋
の
手
か
ら
内
地
各
方
面

へ
そ
の
必
要
の
品
々
を
註
文
し
た
。

そ
れ
で
諸
國
の
商
船
も
入
り
こ
み
三
港
は
賑
ひ
を
呈
し
た
。

玉
、
問
屋
及
及
び
小
宿
の
権
利

ω

問

屋

の

橿

利

一
、
問
屋

は
株

式
を
有
す

る
。
こ

の
株
式
を
有

し
な

い
も

の
は
そ

の
資
格

が
な
か

つ
た
。
こ

の
株

は
株
主
権

と
で
も
云

ふ
べ
き
も

の
で
今

日
の
株
式

の
資
本

の

一
部

と
か
、
株
券
な

ど

の
意
昧

で
は
な

い
①
。

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

ニ
ハ
五



明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
ろ
問
屋
及
び
小
摺

嚇
六
六

二
、
蝦
夷

地
並

に
山
方
面
諸
商
費
向

の
請
員
希
望

の
百
姓
併

に
族
人
等
は
、
問
屋

の
加
判

を
必
要
と
し
た

こ
と
は
前
述

の
如
く

で

あ
る
が
、
其
他

周
旋

の
構

を
有
し

て
ゐ
た
。

三
、
問

屋

の
入
札
櫨

場

所

の
産
物

を
搭
載

せ
る
船
舶
が
箱
館

に
到
着
す

る
と
會
所
掛
之
を
産
物
帖

に
記
入

し
、
逡
欣

は
吟
味

役

に
差
出

し
、
官
吏
及

び
會

所
掛
手
代
船
中

に
赴

き
、
物

品
を
検

査
し
、
入
札

を
公
告
す
れ
ば
問
屋

は
船
中

に
至
り
物
品
を
見

た
上
、
入
札
し

て
佛
下
-

を
受

け
た
⑭
。

こ

の
入
札
樫
は
幕
府
官
螢
商
業
時
代

に
主
と
し

て
存

し
て
ゐ
た
。

四
、
小
宿

の
議

定
権

問

屋
は
小
宿

の
訣
椹
株
、
失
権
株

の
塵
分
、
小
宿

の
推
薦
等
を
な
す
権
利

を
有

し
て
ゐ
た
。

五
、
往
來
願

の
差
幽
権

箱

館
江
差
船
持

は
問
屋

で
、
往
來
願

を
差
出
す

の
で
、

入
用
者
は
必
す
問
屋

の
門
を
潜

ら

ね
ば
な

ら
な
か

つ
た
。
問
屋
議
定
警

に
左

の
如
く
あ
る
。

「
箱
館
江
差
船
持

ノ
儀

ハ
當
庭

昌
而
御
往
來
願
出

可
申
事
」

②

小

宿

の

権

利

一
、
小

宿

株

小
宿

は
小
宿
株
を
有

し
て
ゐ
た
。

こ
れ

は
小
宿
椹

と
も
云
ふ

べ
き
も

の
で
あ

つ
て
、
之
を
有
し
な

い
も

の
は
小
宿
た
る

こ
と
を

得

な
か

つ
た
⑥
。

二
、

口
饒

の
取
得
横



、

諸
廻
船
費
買
荷
物
受
用
ロ
鏡
は
船
宿
に
て
七
歩
小
宿

へ
三
歩
の
定
め
で
商
費
す
る
規
定
で
あ
つ
て
、
三
歩
の
口
饒
の
所
得
椹
を

有
し
て
ゐ
た
㈹
。
即
ち

・

「
他
國
ヨ
リ
後
附
荷
物
ノ
儀

ハ
預
主
方

昌
テ
費
佛
候
節
目
録
帳
表

昌
テ
本
宿

へ
庭
口
鈍
定
ノ
通
七
歩
請
取
可
申
事
尤
モ
三
歩

ハ
小
宿
請
取
可
申
事
」

と
さ
れ
て
ゐ
た
④
。

三
、
小
宿
の
入
札
権

問
屋
と
同
じ
く
蝦
夷
地
産
物
の
入
札
櫻
を
有
し
て
ゐ
た
。

四

離
灘

縮
肚
法
墾

韓

全
集
第
+
三
巻
九
二頁
)

」

器

難

撫

難

鶉
雛

轟
定
書
.

六

、
問
屋
及

び
小
宿

の
商
慣
習

一
、
問
屋
仲
間
小
宿
仲
間
に
付
各
議
定
書
が
あ
り
、
之
を
遜
守
し
、
問
屋
頭
取
、
問
屋
行
司
、
小
宿
世
話
役
①
、

小
役
行
司
を
置

い
て
事
務
を
庭
理
し
取
締
を
爲
し
た
。

問
屋
頭
取
は
官
よ
り
之
を
命
じ
、
行
司
は
概
ね
螢
業
者
順
番
に
之
を
勤
め
た
①
。

一
一、
問
屋
と
船
手
と
の
計
算

船
手
の
出
帆
に
先
だ
ち
費
買
代
債
を
差
引
き
其
の
過
不
足
は
正
金
で
受
授
し
た
が
、
船
手
に
多
額
の
淺
金
あ
る
場
合
は
翌
年
買

入
品
の
代
債
と
し
て
問
屋
を
経
て
信
用
あ
る
場
所
請
員
人
に
預
け
る
も
の
が
少
く
な
い
。
又
移
入
品
に
費
り
淺
り
あ
る
と
き
は

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
ろ
問
屋
及
び
小
宿

一
六
七



明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

一
六
入

之

を
問
屋

に
委
託
し
置

い
て
販
費

さ
せ
る

の
を
例

と
し
た
①
。

三
、
問
屋
及
び
小
宿

の
公
定
牧
入

L

ロ

銭

前
述

の
如
く
他
國
か
ら
移
入

し
又
は
他
國

へ
移
出
す

る
貨
物
は
必
す
問
屋

又
は
小
宿

の
手

を
経

て
費
買
す
る
を
例
と
し

、
船

手
は
勿
論
場

所
請
員
人
も
亦
其

の
定
め
た
る
問
屋

が
あ

つ
て
、
妄

り

に
他

に
攣
更

す
る
こ
と
を

得
す
。
問
屋

口
饒

は
賓
買

代
便

の
通
常

二
分
④
、

瀬
戸
物

、
鐡
物
、
鯨
等
は

三
分
、
酒
、
材
木
、
青
物
等
は

四
分

と
し
た
。
即
ち

こ
れ
を
由
記

に
よ
り
詳

述
す

れ
ば
左

の
如
く

で
あ
る
。

「
一
、
諸
色
費

ロ
鏡

二
分
、

一
酒
費

口
銭

四
分
、

一
諸
色
買

口
鏡

二
分

牛
、

一
生
鱗
細
布
江

さ
し
昆
布
わ
か
め
頭
巻

四
分
、

一
青
物
四
分

(
庭

口
鏡

と
も
)

一
小
闇
物

三
分

(
庭

口
鏡

と
も
)
④
」

「
諸
色
費
買

二
分
、

一
酒

四
分
、

一
鐵
物
類

三
分

、

一
材

木
板
類

四
分
、

一
瀬
戸
物
類

三
分
、

一
鯨
鰯
類

三
分
、

一
青

物
四

分

(
藏

敷
な
し
)
、

一
南

部
割
木

三
分
⑥
」

侮
當
時
大
坂
問
屋
は
箱
館
産

物

ロ
鏡
す

べ
て

一
歩

で
、
兵
庫
問
屋

は
二
歩

三
厘

(
但
締
粕
類

白
子

は

一
歩

三
厘
、
魚
油
は
銀
高

三

ツ
割

)
で
あ

つ
た

の
で
の
、

大
坂
問
屋

の
ロ
饒

よ
り
も

一
般

に
よ
く
兵
庫
問
屋

と
略
等
し
か

つ
た

と
云

へ
る
。

ユ

藏

敷

料
⑥

藏
敷
料

は
貨
物

に
よ

つ
て
各

々
之
を
定
め
、
移

入
品

(
下
り
物
)

に
封
し

て
は
其
藏

入
す

る
と
し
な

い
と
に
關

ら
す
之

を
徴

牧
し
、
移
出
晶

(
上
り
物
)

に
封
し

て
は
藏
入
し

た
物

に
就

て
の
み
之
を
徴
牧
し
、
其
年
内

は
藏

入
時

日
の
長
短

に
よ

つ
て
藏

敷
料
を
増
減

せ
す
、
唯
年

を
越

え
る
場
合

に
重

ね
て
之
を
徴

牧
す

る
。
荷
主

か
ら
金
融
を
求

め
る
も

の
が
あ
る
と
大
低
藏
入
晶



の
原
債

の
七
割
以
内
を
貸
付
け
た
⑧
。

但

し
時

宜

に
よ
り
多
少

の
上
下
は
あ

つ
た
。
延
享
年

間

の
箱
館
問
屋
議
定
書

に
も
左

の
・

箇
條

が
あ
る
。

.

「
一
、
只
今
迄
客
方

よ
り
荷
物

預
り
右
引
當

に
金
鏡

の
別
申
物
頃

(
原
文

の
儘
)

に
相

働
き
來
り
候
得
共

近
年
打
績

き
不
景

氣

に
付
世

上
金
廻
り
も
無
之
故
買
物
代
金

は
取
立

て
嚴
敷
有
之
候

に
付

働
き
も
盛

り
鍍

ね
申
候
依

(
中
略
)
其
時

々
客
方

よ

り
預
り
荷
物

の
中
模
様

に
依
り
引
當

て
に
て
他
借

致
し
用
達
し
可
申

事
も
有
之
候
然

る
時

は

一
ケ
月
金
十
爾

に
付
金

一
歩
宛

利

足
相
掛

け
各
方
よ
り
請
取
り

可
申
候
最
も
歩
割
相
定

め
候
得
共
其
時
節

に
寄
高

下
可
有
之
事
」

四
、
沖
之

ロ
ロ
饅

沖
之

ロ
ロ
鏡

は
必
す
問

屋
で
取
立

て
取
纏

め
て
番
所

へ
上
納

し
た
。
議
定
書

に

「
口
鍾
會

日
ノ
惣
問
屋
共

ロ
鏡

會
所

へ
相
詰
相
吟
味

可
仕
事
」

問

屋
は
、

口
鈍
會

所

へ
相
詰

め
、

口
鈍
併
諸
牧
納
を
爲

し
た
。
而

し

て
す

べ
て
問
屋

頭

の
名

で
提
出

し
た
働
。

五
、
荷
主
船
頭
等
と
問
屋

と
の
勘
定

一
様

で
は
な

い
が
、
却

て
費

買

の
便
宜
上

に
基

き
、
其

の
荷
物

の
種
類

に
よ
り
即
時

勘

定

の
も

の
あ
り
、
或

は
共
船
出
帆

の
時

勘
定

せ
る
も

あ
り
、
又
は
牛
年
季

、

一
ケ
年

に
決
算

を
す
る
も

の
も

あ
る
。
移
入
品

は
相

互

の
約
束

よ
り

=

一ケ
月
叉
は
三
ヶ

月
毎
に
決
算

す

る
も

の
も
あ

つ
た

が
、
維
薪
後

は
逞
く
も
年

四
期
即
ち

五
月
、
七
月

、
九

月
、

十
二
月
の
定
と
な

つ
た
。

六
、
利
釜

の
分

配

費
買
取
扱
高

は
問
屋
七
分
、
小
宿

三
分

と
定
め
、
假

令

小
宿

に
於

て
多

額

の
費
買
を

な
し

て
も

口
饒
庭
敷
は
必
す

問
屋
七
分
、

小
宿

三
分

の
割
合

で
分
配
し
た
⑲
。

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

一
六
九



明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
ろ
問
屋
及
び
小
宿

一
七
〇

樹
場
所
請
員
人
と
の
仲
介
に
於
け
る
分
利
割
合
は
問
屋
八
歩
、
小
宿
二
分
に
取
極
め
た
働
。

七
、
問
屋
の
攣
更

甲
問
屋
の
客
即
ち
船
頭
荷
主
が
乙
問
屋
と
取
引
替
を
爲
す
時
は
、
乙
問
屋
は
甲
問
屋
の
承
諾
を
得
る
を
要
す
る
。
若
し
之
に
違

反
す
る
と
問
屋
仲
間
の
議
定
に
よ
り
其
の
問
屋
株
に
封
す
る
規
定
で
あ
つ
た
㈹
。

封
⊥ア
る
と
は
問
屋
業
を
禁
止
し
其
仲
間
よ
り

除
名
す
る
こ
と
で
あ
る
。

延
享
年
間
の
問
屋
仲
間
議
定
書
の
内
に
左

の
如
き
個
條
が
あ
る
。

「
一
、
諸
廻
船
宿
替
之
儀
は
本
宿

へ
聞
届
け
可
申
候
此
末
宿
替
致
候
船
有
之
候
は
穿
相
互
に
承
り
合
せ
宿
可
仕
候
若
し
客
方

非
分
之
上
宿
替
致
候
は
穿
仲
間
内
宿
致
間
敷
候

一
、
金
鏡
貸
借
の
出
入
に
付
宿
替
等
有
之
候
は
何
方

へ
御
願
候
と
も
宿
受
相
成
不
申
候
」

八
、
問
屋
小
宿
の
譲
渡

安
政
の
頃
問
屋
の
数
は
福
山
十
五
軒
、
箱
館
十
軒
、
江
差
十
三
軒
、
小
宿
の
数
幅
山
十
九
軒
、
箱
館
九
軒
、
江
差
四
軒
で
あ
つ

た
。
問
屋
は
皆
官
許
で
得
た
株
式
で
他
に
譲
渡
す
こ
と
が
出
來
な
い
が
ーo
、

内
實
は
費
買
あ
り
、
買
つ
た
者
は
前
問
屋
の
名
を

織
い
で
出
願
す
る
と
官
は
眞
情
を
知
つ
て
ゐ
な
が
ら
之
を
許
し
た
。
小
宿
株
の
譲
渡
は
小
宿
株
式
の
譲
渡
の
届
出
を
爲
し
て
認

許
を
受
け
た
。
株
は
概
し
て
小
宿
螢
業
者
が
借
受
け
之
が
業
務
を
糠
績
し
た
鉤
。

借
受
料
は

一
ケ
年
三
十
爾
乃
至
二
十
五
爾
に

て
前
問
屋
菅
業
者
に
納
め
た
。

左
に
問
屋
及
び
小
宿
株
譲
渡
書
の

一
例
を
掲
げ
や
う
。

「

乍
恐
以
書
付
御
届
奉
申
上
候



一
、
私
問
屋
株
式
儀
時
節
柄
商
費
躰
行
届
襲
候
に
付
此
度
熟
談
の
上
大
津
屋
茂
吉

へ
當
年
よ
り
向
卯
年
迄
十
ケ
年
の
聞
貸
株

に
仕
度
奉
存
候
間
乍
恐
此
段
書
付
を
以
て
御
届
奉
申
上
候

以
上

大

津

屋

茂

吉

判

若

狭

屋

宗

太

郎

判

町

御

役

所

前
書
之
通
御
届
奉
申
上
候
間
奥
印
仕
奉
差
上
候

以
上

問

屋

頭

取

佐

藤

牛

兵

衛

秋

田

屋

喜

左

衛

門

「
一
、
此
度
私
儀
魑
屋
吉
郎
兵
衛
小
宿
株
式
親
類
熱
談
の
上
に
て
當
子
年
よ
り
向
午
年
迄
丸
七
ケ
年
借
請
小
宿
稼
業
仕
度
奉

存
候
間
乍
恐
此
段
書
付
を
以
て
御
届
奉
申
上
候

以
上

辮

天

町

御

奉

行

所

様

(
一
枚
)

明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
る
問
屋
及
び
小
宿

借

主

株

主

小
宿
世
話
役

問

屋

頭

取

同

佐 濱 湯 鐘 徳

藤 毘 屋 屋

牛 亭 吉 吉
右 左 郎兵

衛 衛 兵

衛 門 門 衛 藏

 

一
七

一



明
治
以
前
北
海
道
に
於
け
ろ
問
屋
及
び
小
宿

一
七
二

沖

之

ロ

御

番

所

様

(
一
枚
)

前
書
之
通
り
届

出
候
間
奥

印
仕
候

以
上

蛯

子

友

輔

m
」
(

問
屋
仲
間
議
定
書

に
も
左

の
如
く

の
べ
て
ゐ
る
。

「
問
屋
株
式

名
前

此
末
費
買
貸
借
共

脇
方

へ
爲

致
聞
敷
候
若

シ
勝
手

二
寄

リ
費
佛

ヒ
申
候

ハ

・
仲
間

へ
買
取
候
而
後

々
子
孫

昌
至
リ
相
勤
申
度
候

ハ
・
願
出

可
申
候

株
式
金
併
仲

間
諸
懸

リ

モ
ノ
相
調
請
取
候
上
子
孫

昌
爲
勤

可
申
候
」

九
、
小
宿

へ
の
制
裁

ω

総
て
小
宿

へ
揚

る
荷
物
藏

敷
は
其
預
主
方

に
て
請

取
り
、
其

の
外
濱

役
を
定
め

の
通
請

取
る
。

こ
れ
を
守
ら

ぬ
時

は
、
小

宿
業

取
上
げ
る
事

に
し

て
ゐ
た
Gわ
。

②

規
定

の
荷
物

の
外
は
少

し

で
も
隠
密

に
費
買
す

る
事

が
他

に
洩
れ
る
と
小
宿
業
を
取
上
げ
る
定
め
だ

つ
た
鋤
。
(

脚
○
、
経
費

の
問
題

間
屋
仲
聞
中
諸
色
懸

り
も

の
は
問
屋
よ
り
九
分
、
小
宿

よ
り

一
分

を
支
掛

し
た
。

(5)(4)(3)(2)(1)

村
尾
元
長
、
維
新
以
前
町
村
制
度
考
。

北
海
道
史
第

一

八
九
五
頁
o

同

上

八
九
四
頁
、
函
館
港
商
業
の
慣
例

函
館
港
商
業
の
慣
例

一
〇
頁
o

幅
山
沖
之
口
諸
役
控
並
問
屋
議
定
控
o

九
頁
。

(10)(9)(8)(7)(6)

箱
館
問
屋
議
定
書
。

大
阪
兵
庫
箱
館
産
物
歩
合
便
萱
。

藏
敷
存
庭
敷
、
通
庭
と
も
云
ふ
。

函
館
港
商
業
の
慣
例
o

松
前
沖
之
口
取
扱
収
納
取
立
手
檀
並
問
屋
議
定
書
。



(13)(12)(11)

北
海
道
史
第

一

二
五
入
頁
o

安
政
四
年
問
屋
小
宿
口
鐘
割
合
帳
o

爾
館
港
商
業
の
慣
例
o

ノ

七
、
外
國
貿
易
開
始
後
に
於
け
る
問
屋

玲

松
前
沖
之
口
取
扱
攻
納
取
立
手
綾
並
問
屋
議
定
書
。

メ
　

15
16

函
館
港
商
業
の
慣
例
。

X
X

17
18

松
前
沖
之
口
取
扱
攻
納
取
立
手
緻
並
問
屋
議
定
書
。

(
(

安

政
六
年

(
一
八
五
九

)
六
月

の
外

國
貿
易
開
始

に
よ
る
箱
館

の
開
港
は
從
來

の
三
港

鼎
立

の
調

和
を
破
り
、
猫
り
箱

舘

の
み

繁
昌
す

る
に
至

つ
た

の
で
あ

る
が
、
外
國
貿
易
は
專

ら
外
國
商
人
、
即

ち
英

米
佛

人
等

及
び
彼
等

の
支
配

人
で
あ
る
清
國
人

に
よ

つ
て
螢
ま
れ
、
北
海
道

問
屋

は
勿
論
本
邦

の
問
屋
業
者

は
傍

観
し

て
彼
等

の
爲
す
が
ま

玉
に
委
す

よ
り
外

は
な

か
つ
た
。

之

れ
彼
等
問
屋
業
者
が
外
國
貿
易

に
於

て
、
世
界

の
大
勢

に
通
ぜ
ざ
る
爲

め
に
外
國
貿
易

の
要
領

を
知

ら
ず

、
到
底
機
敏
な
る

外
國
商
人

に
敵

し
得
な

か
つ
た

に
依
る
(
註
)
。

(
註
)

拙
稿
、
明
治
維
新
薗
後
に
於
け
ろ
北
海
道
外
國
貿
易
と
外
國
商
人
の
跳
梁
峯
照

(線
丘
學
入
、
第
四
十
三
號
)

八

、

結

語

以
上
数

項
に
亙

つ
て
明
治
以
前

北
海
道

に
於
け

る
問
屋

及
び
小
宿

の
如
何

な
る
も

の
で
あ

つ
た
か
を
明
か

に
し
た

つ
も
り

で
あ

る
が
、

こ
の
制
度
は
、
内
地
諸
國

の
該
制
よ
リ

ヒ

ン
ト
を

得

て
設
け
た
も

の
で
は
あ

つ
た
が
、
場
所
請
員

と

い
ふ
猫
自

の
制
度

に

よ

つ
て
財
源

を
求
め

て
ゐ
た
松
前

藩
及
び
幕
府

(
但
し
東

蝦
夷
地
は
前
幕
領
時
代

に
於

て
之

を
慶
し
た
)

は
、
そ

の
制
度

に
よ
り

統
制

し
以
て
牧

税

の
確
實
性
を
確

保
し
、
牧
税
手
段

に
要
す
る
経
費
削
減

の
爲

め
、
之
を
許

可
し
、
保
護

し
た
と
こ
ろ
に
凋
自

の

性
質
を
見

る
こ
と
が
出

來
る

の
で
あ
る
。

(昭
和
六

・
=

・
一
〇
初
稿
、
昭
和
七

・
一
二
・
九
改
稿
)

明
治
以
薗
北
海
道
に
於
け
ろ
問
屋
及
び
小
宿

一
七
三

∂




